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令和３年函審第１７号 

裁    決 

貨物船Ａ巡視船Ｂ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ１ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 四級海技士（航海）（旧就業範囲） 

  受  審  人  ａ２ 

    職  名 Ａ一等航海士 

    海技免許 四級海技士（航海） 

 

 本件について，当海難審判所は，理事官永本和寿出席のうえ審理し，

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａ１を戒告する。 

 受審人ａ２を懲戒しない。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和２年３月３０日１６時４７分 

 北海道小樽港 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 貨物船Ａ          巡視船Ｂ 
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  総 ト ン 数 ４９９トン         ２５０トン 

  全 長 ７５.８９メートル          ５６.００メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関       ディーゼル機関 

   出 力 ７３５キロワット      ５,１４８キロワット 

３ 事実の経過 

 (1) Ａの設備及び構造 

   Ａは，平成３０年１２月に進水した全通二層甲板船尾船橋型の鋼

製貨物船で，固定ピッチプロペラ及びバウスラスタを装備し，三

層の甲板室の最上層に配された操舵室には，中央に操舵スタンド，

同スタンド前方にＧＰＳプロッター，左舷側にレーダー２台，右

舷側に機関遠隔操縦装置及びバウスラスタ遠隔操縦装置をそれぞ

れ備え，操舵室前面から船首端までの距離は約６３メートルであ

った。 

 (2) 小樽港 

   小樽港は，北海道西部に位置し，石狩湾の南岸，北海道高島岬の

南側にある港で，同港北部の厩町岸壁から南南東方に延びる北防

波堤と北海道平磯岬から北北西方に延びる南防波堤に続く島堤と

の間に可航幅約２４０メートルの港口を形成し，港域内は第１区，

第２区及び第３区に分かれ，第１区には北から順に色内ふ頭，第

３ふ頭，第２ふ頭及び港町ふ頭が築造されていて，第２ふ頭と港

町ふ頭間の距離は約１３０メートルであった。 

 (3) ａ１受審人の経歴 

   （省略） 

 (4) ａ２受審人の経歴 

   （省略） 

 (5) 本件発生に至る経緯 
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   Ａは，ａ１，ａ２両受審人ほか２人が乗り組み，空倉のまま，船

首１.０メートル船尾３.０メートルの喫水をもって，令和２年３

月３０日１６時４２分秋田県秋田船川港に向け，小樽港第１区の

港町ふ頭５号岸壁を入船左舷着けの状態から離岸した。 

   ところで，ａ１受審人は，小樽港出航に当たり，第２ふ頭７号岸

壁にＢが係留中で，岸壁前の可航水域が狭められている状況であ

ったものの，今までにも同じような狭い水域でその場回頭をして

出航した経験があった上，ほとんど風の影響を感じなかったこと

から，離岸後，その場で右回頭して出航することとしたものであ

った。 

   ａ１受審人は，ａ２受審人及び二等航海士を船首に，機関長を船

尾にそれぞれ配置し，自らは操舵スタンド後方に立って操船に当

たり，機関，舵及びバウスラスタを適宜使用して船尾を岸壁から

離し，１６時４２分僅か過ぎ小樽港北副防波堤灯台（以下「小樽

北灯台」という。）から２６３度（真方位，以下同じ。）   

１,５６０メートルの地点で，船首が２３９度を向き，０.５ノッ

トの速力（対地速力，以下同じ。）となったとき，機関を中立運

転とし，バウスラスタを使用して前進しながら緩やかに右回頭を

始めた。 

   ａ１受審人は，１６時４５分少し過ぎ小樽北灯台から２６４度 

１,６００メートルの地点に達し，船首が２９９度を向き，０.７

ノットの速力となったとき，右舷船首方のＢが船首から３０メー

トルのところとなり，その後同船に向かって接近する状況を認め

たが，このまま回頭を続けても船首がＢをかわるものと思い，機

関を後進に掛けるなど，操船を適切に行わなかった。 

   一方，ａ２受審人は，離岸から船首配置に就き，右回頭中，Ｂに
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向かって接近する状況を認め，１６時４６分半このままでは回頭

しきれない旨を報告した。 

   こうして，ａ１受審人は，ａ２受審人からの報告を受けたものの，

聞き取ることができないままＢに向かって前進しながら緩やかに

右回頭を続け，１６時４７分僅か前機関を後進に掛けたものの，

及ばず，１６時４７分小樽北灯台から２６６.５度１,６４０メー

トルの地点において，Ａは，船首が３１５度を向き，０.５ノット

の速力となったとき，その船首がＢの右舷船尾に，前方から７０

度の角度で衝突した。 

   当時，天候は晴れで風力２の南西風が吹き，潮候は上げ潮の末期

に当たり，視界は良好であった。 

   また，Ｂは，平成１０年５月に進水し，上甲板中央部に２層の甲

板室を設け，上層に操舵室，下層に公室などをそれぞれ配した平

甲板型鋼製巡視船で，船長ｂほか２０人が乗り組み，船首２.６メ

ートル船尾２.９メートルの喫水をもって，令和２年３月２７日 

１４時３０分小樽港第１区第２ふ頭７号岸壁に船首を０６５度に

向けて左舷着けで着岸し，越えて３０日船首を０６５度に向けた

まま係留中，前示のとおり衝突した。 

   衝突の結果，Ａは，船首外板に擦過傷を生じ，Ｂは，右舷船尾外

板に凹損等を生じたものの，のち修理された。 

 

 （主張に対する判断） 

 理事官は，ａ２受審人が船首配置で離岸作業中，係留中のＢとの接近

状況を報告しなかったことも本件発生の原因であると主張するので，こ

のことについて検討する。 

 ａ２受審人がＢとの接近状況を船長に適宜報告していれば，本件発生
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を回避できた可能性を否定できないものの，事実の経過で示したとおり，

ａ１受審人が同船との接近状況を認識した上で操船している以上，ａ２

受審人が衝突の３０秒前までＢとの接近状況を報告しなかったことを原

因とするまでもない。 

したがって，理事官の主張を採ることはできない。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は，小樽港において，Ａが，離岸操船中，同港第１区第２号

ふ頭７号岸壁に係留中のＢに向かって接近する状況を認めた際，操船が

不適切で，同船に向かって前進しながら緩やかに右回頭を続けたことに

よって発生したものである。 

 ａ１受審人は，小樽港において，離岸操船中，同港第１区第２号ふ頭

７号岸壁に係留中のＢに向かって接近する状況を認めた場合，同船と衝

突することのないよう，機関を後進に掛けるなど，操船を適切に行うべ

き注意義務があった。ところが，同人は，このまま回頭を続けても船首

がＢをかわるものと思い，操船を適切に行わなかった職務上の過失によ

り，係留中の同船に向かって前進しながら緩やかに右回頭を続けて衝突

を招き，Ａ及びＢ両船それぞれに損傷を生じさせるに至った。 

 以上のａ１受審人の行為に対しては，海難審判法第３条の規定により，

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 ａ２受審人の行為は，本件発生の原因とならない。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和４年３月２４日 

     函館地方海難審判所 
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          審 判 官  植  松     正 


